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第１章　総　　　則

（目的）
第１条 　　この規程は、東ソー日向株式会社における製造部門の業務全般について定め、東ソー日向における円滑な生産活動の推進、安全かつ合理的な製造設備等の運用並びに運転及び保安に関する技術向上を図ることをその目的とする。

（適用範囲）
第２条 　　この規程は、東ソー日向株式会社に適用するが、関係会社への委託業務及び関連業務についても、他に定めがない限りこの規程を準用する。


第２章　生産計画、予算

（生産予算）
第３条 ①　品質管理室の指示を受け、編成予算、生産能力表及び原単位計画を作成する。
②　編成予算等の作成に当たっては、前提条件等について事業部と十分に調整を行う。
③　年度予算立案時又は下期見直し時に、原単位に関する前年度落着見込み又は上期落着見込みを作成し、予算案と合わせて提出する。

（原単位）
第４条 ①　前条の予算における原単位は、原料、副原料、燃料、ユーティリティー、副生品等について定める。
②　予算原単位は、理論原単位に運転実績を加味して作成する。
③　原単位は、その実績を常に把握し、悪化している場合は必要な是正措置を講じる。
④　予算原単位と実績原単位の差異について、少なくとも１回／月は原因を解析し、向上に反映する。
⑤　月次の実績原単位は、業務報告会にて報告し、品質管理室に提出する。
⑥　原単位は、常に理論原単位に近づけるべく努力し、必要があれば投資採算性を考慮の上、措置を講じる。

（生産能力）
第５条 ①　プラントの生産能力については、工程毎及び機器毎の生産能力把握に努める。
②　設備を最大限活用するため、運転技術で生産能力を高めるほか、投資採算性を考慮しつつボトルネック解消のための技術的検討に努める。
③　新たな技術により生産能力拡大が見込める場合は、新技術導入を積極的に検討する。


（生産計画）
第６条 ①　販売計画に従って、各製品ごとに年次及び月次の生産計画を立案する。生産計画の立案に当たっては、購買部門、営業部門等の関係先と調整して合理的なものとする。
②　年次あるいは月次の途中で販売計画が変わった場合には、それに応じて生産計画を修正する。
③　生産計画の作成又は修正に当たっては、利益最大を目標に最適化を図る。
④　生産状況は、日々これを掌握し、生産計画に沿った生産が維持されるように調整を行う。

（トラブル発生時の調整等）
第７条 　　トラブル等により、製品や原燃料又はユーティリティーのバランスに影響を与える場合は、関係部門（事業部、総務部）に連絡し、その指示を仰ぐ。

（生産実績、使用実績）
第８条 ①　製品、副生品、蒸気及び原燃料に関する毎日の生産、消費、受払及び在庫の実績は、日々記録管理する。
②　製品、副生品、ユーティリティー及び原燃料に関する月間の生産、消費、受払及び在庫の実績は、月次決算スケジュールに基づきＴＩＭＥＳ７ｓ登録を行う。

（設備投資計画）
第９条 ①　品質管理室の指示を受け、設備投資計画を立案する。
②　設備投資計画は、必要性や経済性等を勘案して優先順位をつける。
③　経営会議の審議を経て承認された設備投資計画については、速やかに個別案件ごとに稟議等の必要な手続きを執り実施する。技術評価委員会での審議が必要なものは、稟議に先立って委員会での審議を受ける。
④　個別に決裁を受けた設備投資計画については、計画の遅延や予算の超過が発生しないよう進捗状況を十分に管理する。
⑤　計画完工後は、その結果を早期に解析し、実施状況報告が必要な案件については報告書を作成し、提出する。

（固定費計画）
第10条 ①　工場長説明・調整を経て決定された固定費予算については、目的外使用や予算超過が発生しないよう使用状況を十分に管理する。
②　年度予算立案時及び下期見直し時には、前年度落着見込み又は上期落着見込みを合わせて提出する。予算超過が見込まれる項目については、その事由を明記する。

（修繕費計画）
第11条 ①　品質管理室及び設備管理部門の指示を受け、修繕費予算作成方針に副って修繕費予算を立案する。
②　修繕費予算案の立案に当たっては、運転計画を勘案して触媒等の交換計画を定め、機器の開放計画に従って機器の内部清掃等の範囲を定める。
③　設備管理部門が主体となる機器の検査及び保全計画の作成に当たっては、これに参画し運転側としての要望を計画に織り込むよう努める。
④　日常の保全要求一般工事については、その必要性及び緊急性を十分認識して実施状況を管理する。

第３章　運　　　転

（運転基準）
第12条 ①　プラントを運転する上で必要な情報は、出来る限り文書化して運転基準として整備し、情報の共有化、均質化及び明確化に努める。
②　運転基準の標準的な構成とその内容については、運転基準管理基準に定める。
③　運転基準は、計器室に常備して何時でも活用できるようにしておく。
④　運転基準を逸脱した運転を行わないよう、適宜、運転基準に関する教育を行いプラント運転従事者に周知、徹底を図る。
⑤　運転基準は、設備や運転方法の変更があった場合には、遅滞なくこれを改定する。変更がない場合でも、毎年定期的に見直しを行い、実運転からの乖離が発生しないよう維持管理する。

（運転指示書）
第12条 ①　日常的な運転条件の変更や一時的なテスト運転等に関しては、運転指示書によることができる。
②　運転指示書を発行する場合には、その適用期限を明記し、部署長の責任において発行する。適用期間は原則として１年以内とする。
③　運転指示書の内容については、引継、ミーティング等を通じて、プラント運転従事者に周知、徹底を図り、必要に応じて教育等を行う。
④　運転指示書の内容について継続的に効力を持たせようとする場合は、運転基準を見直し、これに織り込むものとする。

（運転監視）
第14条 ①　プラント運転従事者は、計器室のＤＣＳや計器で常時、プラントの運転状況を監視し、必要な場合は介入調整を行って正常運転状態からの逸脱防止に努める。警報が作動した場合は、放置することなく速やかに適切な是正措置を講じなければならない。
②　プラント運転従事者は、定期的にプラント内をパトロールし、五感を使ってプラントの異常         の有無を確認する。パトロールでの確認箇所や頻度は運転基準で定め、抜けの無いように又個人差がないようにしておく。
③　製品品質についても、品質規格を外れないように監視し、必要ならば遅滞なく是正措置を講じる。
④　運転状態やパトロールでの確認結果は、定められた様式に記録し保管する。
⑤　運転記録やＤＣＳ等に保管されているデータを活用して傾向管理等を行い、運転管理精度の向上を図る。

（異常時の措置）
第15条 ①　正常運転状態から逸脱し、介入調整を行っても回復が困難と見られる場合は、安全確保を最優先としプラントを停止する等の緊急措置を講じる。
②　緊急停止の判断は、部署長が行うが、休日・夜間等は班長に権限を委ねる。
③　緊急措置に当たっては、公災害の防止にも留意する。

（非定常運転）
第16条 ①　起動及び停止は、事前に手順の確認と準備を行い、手順を守って安全確実に実施する。
②　緊急停止の場合は、運転基準に従って、一次操作を速やかに実施し、二次操作以降は停止確認後にゆっくり着実に実施する。
③　運転基準が定められていない非定常操作を行う場合は、関係者で手順を事前に十分検討確認した上で実施する。

（保護具等）
第17条 　　プラント運転従事者は、作業やパトロールの際に決められた保護具等を適切に着用し、労働災害や職業性疾患の予防に努める。


第４章　設備管理

（設備点検）
第18条 ①　定期的に、設備の日常点検及び月例点検等を実施する。
②　点検結果は定められた様式に記録し検印捺印を行った後保管する。

（補修工事等）
第19条 ①　設備上の異常が見つかった場合は、必要なら応急措置を講じた上で、設備管理部門に補修依頼を行う。
②　休日や夜間等における緊急の補修依頼に対応できるように設備管理部門との連絡体制を確立しておく。
③　設備を補修する場合には、補修工事のための環境整備を行い、設備管理部門と協力して必要な安全防護措置を講じる。
④　補修工事の範囲、仕様、スケジュール等に関して、運転部門の意見を伝え適正な補修となるよう調整する。

（運転中の工事管理）
第20条 　　運転中に実施する補修等の工事については、運転側が責任を持って、プラントの安全と工事         環境の確保を行う。

（軽微なメンテナンス）
第21条 　　小口径弁の交換等の軽微なメンテナンスは極力運転部門自ら実施する。

（保安防災設備の管理）
第22条 　　製造部門に管理が委ねられている保安防災設備については、法令あるいは社規により定められた期間ごとに、作動確認等の必要な点検を実施する。

（定期自主検査）
第23条 ①　定期自主検査の実施に当たっては、設備管理部門とともに適正化に努める。
②　法令等で、定期自主検査の監督者や実施者が定められているものは、法令等が定める者に監督等の任に当たらせる。


第５章　要員計画、教育

（適正人員の確保）
第24条 ①　プラント運転従事者の配員に当たっては、緊急停止措置等に際して要員が不足しないように         適正人員を定める。
②　プラント運転従事者の適正人員については、休暇等で欠員が生じた場合、必ず補充を行いこれを確保する。
（省力化の推進）
第25条 　　省力化は不断にこれを検討し推進に努める。ただし、安全面には十分に留意して人員減を         カバーするのに必要な安全向上措置等を講じる。

（教育計画）
第26条 ①　プラント運転従事者については、運転技能向上のため、教育計画を定めてＯＪＴ及びオフＪ         Ｔを組み合わせて教育を実施する。
②　法令等で教育が義務づけられている場合は、これを確実に実施する。
③　労働災害面だけでなく運転面におけるヒヤリハット事例も収集し、社内外の事故情報と合わせて事例研究を行うほか、プロセスＫＹ等の手法も積極的に取り入れて安全教育を行う。
④　教育を実施した場合は、実施報告書に記録するとともに、受講状況を管理する。

（育成計画）
第27条 ①　プラント運転従事者については、適宜、ローテーションを行って業務範囲の拡大と技能向上を図る。
②　運転スタッフについても育成計画を定め、資質、技能の向上に努める。
③　運転スタッフはプラント運転従事者に助言を与え、運転を支援する。運転スタッフが実施すべき業務は明確に定めておく。

（改善提案）
第28条 　　改善提案推進員の活動を支援することにより改善提案を奨励し、問題意識醸成に努めるとともに組織の活性化を図る。

（協力会社管理）
第29条 ①　協力会社に委託する業務に関する業務マニュアルを作成し、業務手順や作業上の安全対策について、必要かつ十分な情報を協力会社に提供する。
②　協力会社の作業員に対し、業務委託前と以後は定期的に安全教育を実施し、保安上、公害対策上及び作業環境上、良好な環境維持に努める。


第６章　コミュニケーション

（運転引継）
第30条 ①　プラント運転従事者の引継に際しては、プラントの状況を正確かつ的確に申し送る。特に、運転状況又は設備に異常があるときあるいは異常となる兆候があるときは、その状況を確実に伝達しなければならない。
②　運転引継後は、速やかにミーティングを実施し、情報の共有化と認識の統一を図る。
③　プラント運転従事者から、係長あるいは課長への運転状況報告においても異常や異常の兆候について正確に伝達しなければならない。

（作業指示）
第31条 ①　作業指示を行う場合は、受けた者に復唱させる等確実に指示が伝わったことを確認し、作業後は作業完了を報告させる等確実を期す。
②　係長や課長から運転に関する作業指示を出す場合は、出来る限り理由を明らかにして文書にし、合わせて口頭でも伝える。
（異常時の報告等）
第32条   運転や設備での異常を発見した場合は、速やかに応急措置を講じるとともに、班長等運転責         任者に連絡する。運転責任者は状況を判断し、必要なら係長、課長等の上位者及び環境安全室長（夜間・休日の場合は通報担当者）に連絡する。

（部内・課内会議）
第33条 ①　部内会議及び課内会議を定期的に開催し、会社の動きや諸情報をプラント運転従事者を含め部内の全員に適宜伝達する。
②　社規で開催が定められている職場安全衛生会議等の会議は、社規の定めるところに従い、これを開催し開催記録を残す。

（職場懇談会）
第34条 ①　定期的に職場懇談会を開催し、職場内のコミュニケーションを図る。
②　個人面談の機会を利用して各個人とのコミュニケーションも図る。

（保全部門との会議）
第35条    設備管理部門と定期的な会議を開催し、プラントの検査、保全、更新又は新増設等についての情報交換を行い、認識共有に努める。

（協力会社との会議）
第36条    運転、出荷等の業務を委託している協力会社とは、定期的な会議を開催し、委託業務及び関連業務に関する情報交換と認識共有に努める。

（定修工程会議等）
第37条    定期修理や大規模工事等の際における工程会議や安全会議に参加し、情報交換や連絡の緊密化を図る。


第７章　コンプライアンス

（各種責任者の選任、登録）
第38条 ①　関係法令で選任が必要な各種責任者は、法令の求めるところによりこれを選任し、選任の届出を行い、掲示が必要な場合は適正な掲示を行う。責任者を解任したときは遅滞なく解任の届出を行うとともに、掲示がある場合は掲示も変更する。
②　社規で自主的に定める責任者についても社規の定めるところに従い適正にこれを選任する。
③　責任者の選任に当たっては、その任務が適切に行えるよう極力職制との整合性をとるように努める。
④　責任者に資格が必要な場合は、資格取得を奨励し、常に余裕を持って有資格者を確保するように努める。

（各種責任者の任務履行）
第39条 　　各種責任者は、定められた任務を確実に実施しなければならない。実施すべき任務の内容と         実施状況については、教育等を通じて適宜確認する。

（法に基づく規程等）
第40条 ①　法令等により規程や計画の作成が義務づけられている場合は、これを作成し法令等の定めに従って届出等を行う。
②　前項の規定や計画の作成に当たっては、他の社規についても見直しを行い、規程間の相違が生じないように留意する。

（法定日常管理）
第41条 　　法令等で日常的に管理することが義務づけられているものは、これを確実に実施し、その記録を残す。

（新増設等における法令適合チェック）
第42条 ①　設備の補修、改造又は新増設の際には、関係法令等を確認し、法令違反や不適合が生じないよう事前に十分チェックの上、実施する。
②　法令の解釈に疑義がある場合は、勝手に解釈せず環境保安・品質保証部に相談し、必要なら環境安全室を通じて関係行政機関の判断を求める。

（安全性評価、重要度分類）
第43条 ①　プラントについては、機器ごとに重要度分類を実施し、これに応じた管理を行う。
②　プラント特性上、特に危険性が潜んでいると考えられる機器や装置又はプラントの主要部分については、安全性評価を行い、その危険度を定量的に把握して、それに相応しい管理を行い、必要なら追加的な安全対策を講じる。


第８章　運転技術の向上

（運転技術情報の収集）
第44条 ①　運転に関する技術情報を広く集め、コスト削減や安全・安定運転に役立てるとともに、運転スタッフの技術レベル向上を図る。
②　同業他社等との技術交流も、秘密保持に支障のない範囲内で積極的に実施する。

（運転解析）
第45条 ①　プラントの運転状況については、常日頃から十分に解析してプラント特性を把握する。
②　トラブルや異常が発生したときは、経過状況を遅滞なく正しく把握し、原因を解析して対策を検討立案する。原因解析、対策立案に当たっては、設備管理部門等の協力を得る。


第９章　雑　　　則

（規程の管理）
第46条 　　この規程の管理は、製造部長が行う。


付　　　則

①　この規程は、２０１５年　９月　１日から施行する。
②　　〃　　　　２０２６年　６月　９日　組織新設に伴う見直し等により一部改正。
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